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私たちはお客様の“元気”をサポートします！

娘娘娘ののの結結結婚婚婚ででで考考考えええたたたこここととと．．．．．．．．．

ヒマラヤから帰国して一ヶ月半。この間に事務所の引っ越し、娘（長女）の結婚式等々．．．イベントが続

きました。結婚式も準備の真っ最中の８月末から１０月中旬まで私が留守をしたため．．．モーニングの試着

をどうする？どころか、五体満足で帰ってくるのか？と、家内に「も～この大切な時に、いい加減にしなさ

いよ」とこっぴどく叱られながら、やっとのことで無事に役目を終えました（笑）

● 子育ての使命と理念 

ただ、考えてみると今に始まったことではなく、「目に入れても痛くない娘」と言われますが、私は娘たち

の入学式にも卒業式にも運動会にも、ほとんど行ったことがありません。もちろん仕事が忙しかったことも

ありますが、「娘たちが頑張っている時、自分は自分の戦うべき場で戦う。母親が家族を見守るのが仕事なら

ば、父親は社会に向かって戦う後姿を見せることが仕事だ」という価値観が根っ子にあったのだと思います。

父親と母親の役割は違います、最近の同じ役割を夫婦で対等に分担するという考え方は泉家にはなかったと

思います。夫婦はグループではなく、別々の役割を担って一緒のゴールを目指すチームだということです。

また、我が家には家内と約束した「子育てに関する理念と方針」があります。「子供は社会からの預かりも

の」．．．子供は可愛い神様からの授かりものではありますが、社会的な視点から考えると、社会から預かり一

日でも早く自立した社会人に育てて社会に返し、社会の発展のために貢献できる子孫を残していくことが人

類としての親の使命だと感じていました。

● 子育ての方針 

そのための子育ての方針は、「自由、自立、素直」。人は自分の思った通りに「自由」に生き抜くことが一

番大切です。そのためには「自分の人生はすべて自分の選択の結果である」という「自立」した価値観を育

てることと、周りの人たちの意見を聞いて自分を変化させ成長できる「素直」さが大切だと思います。

その方針に沿って、娘たちには「大学までは面倒見るけど卒業したら家を出て自立すること」と言い渡し

てありましたから、二人とも大学卒業と同時に家を出ました。結婚すると聞いたときにも、「一人暮らしの娘

が自分の伴侶を見つけて夫婦という最小単位のチームを持ち、私たち夫婦と対等な社会人として基盤を持つ

ことになった」という安心感と親としての育て上げた達成感でいっぱいになり、悲しさや寂しさを感じる暇

がふりませんでした。結婚式も家族中で大笑いした楽しい式になりました。そういう意味では、我が家は、

親離れ、子離れがキチンと出来ているのかもしれません。

● 価値観は押し付ける？ 

子育でも経営でも同じですが、大切なのは「何のために（目的・価値観）」であり「どうする（手段・能力）」

はその次に続くものなのです。塾に通わせて能力を付けることは大切ですが、それは手法です。その能力を

何のために発揮するのかを思考する力が価値観です。親の一番の役割は子供の価値観を育てること、そのた

めにはまず自分の価値観を子供に押し付けることによって子供は価値観の根っ子を作ることだと思います。

そして、子供は出会いによりその価値観をブラッシュアップしながら自分のものとしていきます。

親から明確な価値観を与えられなかった子供たちは自分の根っ子を手に入れられないまま社会に出ます。

最近は、親と「価値観（人生観、仕事観等々）」についてまったく話したことのないという若者が多いようで

す。それはすべて親の責任ではないか？．．．と考えさせられる瞬間でした。



ｐ

今今月月ののワワンンポポイインントト！！ ((担担当当：：泉泉))

◆年末調整に向けて扶養の範囲の確認と改正事項 

今年も残るところあと１カ月となり、恒例の年末調整の時期となりました。今月は、会社に提出する「給

与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に記載する控除対象配偶者および扶養親族について確認したいと思

います。

● 配偶者控除、扶養控除とは？ 

「配偶者控除」・「扶養控除」の適用を受けることが出来るのは、配偶者および扶養親族がその年の１２月

３１日の現況で次の要件のすべてに当てはまる場合となります。

① 民法の規定による配偶者（内縁関係は不可）または、親族（６親等内の血族及び３親等内の姻族）等

② 納税者と生計を一にしていること。

③ 年間の合計所得金額が３８万円以下であること。

④ 青色申告事業専従者としてその年に給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者

ではないこと。

● 扶養控除１０３万円の壁とは？～所得金額３８万円 の考え方～ 

収入金額から必要経費を差し引いた残りを所得といいます。事業を行っている場合、売上から経費を差引

いたものが事業所得となり、給与の場合は、給与総額から経費の代わりである給与所得控除額を差し引いた

残りが給与所得となります。この給与所得控除は給与の額に応じて最低６５万円から定められています。し

たがって、配偶者控除を受けることが出来る給与は６５万円＋３８万円＝１０３万円と逆算することが出来

ます。

今年１０月２２日、政府は２０１６年度税制改正において配偶者控除の見直しを見送る方針を固めたこと

が報じられました。税制改正においては、女性が潜在力を十分に発揮しにくいことの要因の一つとして配偶

者控除の縮小・廃止の議論がたびたびなされています。配偶者の就業や労働時間に与える影響の大きさから、

『１０３万円の壁』と表されていますが、この１０３万円は上記のことから配偶者控除を受けるための要件

の一つである“所得金額が３８万円以下であること”と結びついています。

● 生計を一にするとは？ 

「配偶者控除」、「扶養控除」共に適用要件に挙げられている「生計を一にする」とは、必ずしも同居してい

ることを必要とするものではなく、別居している場合であっても、生活費等の送金が行われている場合など

金銭的に生活の面倒を見ている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。それに対して、同

じ家屋に住んでいても、明らかに独立した生活を営んでいる場合には、生計を一にしているとは取り扱われ

ません。

● 国外居住親族の扶養控除等について ～平成２７年度税制改正～ 

平成２７年度の税制改正により、平成２８年１月１日以後に支払を受けるべき給与等において非居住者で

ある親族（国外居住親族）について配偶者控除や扶養控除の適用を受ける場合には、その国外居住親族に係

る「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出又は提示することが必要となります。

親族関係書類とは、戸籍の附表やパスポートの写し等で、国外居住親族が居住者の親族であることを証す

るものをいいます。また送金関係書類とは、金融機関の為替取引書類等の写しで、居住者がその年において

国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、行っていることを証するものをい

います。

外国人労働者数は２０１４年過去最多となり従業員の状況も多様化する状況に応じて、税務制度も厳格化

しています。扶養の範囲等ご不明な点につきましては、担当者までお問い合わせください。



““ 経経営営塾塾 ：： 経経営営戦戦略略 ””

★★★ ロロロゴゴゴマママーーークククとととコココーーーポポポレレレーーートトト・・・メメメッッッセセセーーージジジををを一一一新新新しししままましししたたた！！！

● ロゴマークの意味 

右上を指した矢印（ベクトル）は以前から使っていたものですが、各社個別の色が決められＴＥＡＭ全体

では灰色としています。その右側に「横浜総合事務所」→「横総」→「ｙｏｋｏ－ｓｏ」と簡略化し横文字

を使ったＰＯＰな感じの文字を組み合わせて『TEAMyoko-so』をロゴマークにデザインしてみました。

● コーポレート・メッセージの意味 

  ロゴマークに組み合わせて、今回、事務所のフィロソフィー（哲学）を一言で表す「コーポレート・メッ

セージ」を併記して、ひとつのロゴマークにすることにしました。

・・・『 変わらないは、つまらない 』・・・

進化論で有名な生物学者、チャールズ・ダーウィンの言葉で「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢

い者が生き延びるでもない。唯一生き残るのは、変化できる者である」という有名な一節がありますが、私

たち経営者の仕事とは、まさしく環境対応業であると言っても過言ではありません。

その、経営環境の激変に対応して組織を革新しながら時代の流れに挑戦する経営者を、経営者の隣でサポ

ートするのが私たち事務所のミッション（使命）でもあり、私たち一人ひとりの「仕事」でもあります。そ

して、事務所の基本行動理念の一つである「職場は価値観育成による人間形成の場である」いう言葉の通り、

その「仕事」を通して、変化（成長）していくことが私たち個人の究極の目的でもあります。

つまり、仕事でも個人の人生でも．．．私たちの究極のフィロソフィーは「時代と社会の変化に対応し、自
．．．．．．．．．．．．．．

らが能動的に変化をリードしながら
．．．．．．．．．．．．．．．．

変化し
．．．

成長し続け、社会の発展に貢献すること
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」なのです。

それを一言で、否定形で強烈に表現したのが、このコーポレート・メッセージです。

今回の引越しに合わせて、事務所のロゴマークとコーポレート･メッセージを一新しました。



ＦＦＰＰレレポポーートト

★★★ 悩悩悩めめめるるる相相相続続続第第第８８８弾弾弾！！！

今月は「相続ケーススタディ第８弾」をお送りいたします。内容は先日、お客様からいただいた相続の問

題です。

● 相続人が行方不明 

父を亡くしたＡさんは、四十九日が過ぎたところで、遺言がなかったため法定相続人である兄と弟の３人

で遺産分割協議をしようとしました。しかし、放浪癖のある弟は５年前に実家を出たきり音信不通で生死も

分かりません。父親名義の不動産や預貯金の相続手続きはどの様に進めればいいのでしょうか。

● 家裁の活用を！ 

弟が行方不明である以上、このままでは父親の財産をどう分けるかを決める遺産分割協議を始めることさ 

えできません。この場合はまず、「不在者財産管理人」を決めることから手をつける必要があります。 

不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任し、行方不明者などに代わって、その人が所有する不動産や預貯

金、株式などを管理する権限を待ちます。 

配偶者、相続人や債権者など行方不明者と利害関係がある人が裁判所に申し立てをします。申立人が候補

者を推薦することも可能ですが、相続を控えている場合には裁判所が弁護士を指定して選ぶことが多いよう

です。仮にＡさんが懇意の弁護士を推薦したとしても、Ａさんと弟とは遺産分割上、利害が一致しませんか

ら、裁判所がその弁護士を選任することはまずありません。 

● 選ばれた財産管理人と協議 

Ａさんは、兄と、選ばれた財産管理人と３人で、遺産分けの方針について話し合うことになります。 

ただし、相続は財産管理人に与えられた権限を越える重大な判断なので、遺産の分け方について裁判所の 

許可を得る必要があります。 

  Ａさんと兄は、弟が不在なのをいいことに、例えば弟の相続割合を６分の１と、法定相続割合の半分に抑 

 えようと考えるかもしれません。 

  しかし、家庭裁判所は正当な理由なく、弟の権利が侵害されるような遺産分割は許可をしません。 

  財産管理人の選任申し立ての費用は８００円の収入印紙などです。 

  財産管理人に弁護士が就いた場合の報酬は、家庭裁判所の判断で行方不明者の財産の中から支払われます。 

  報酬は財産の大きさや業務の難しさなどに左右されますが、管理だけ出れば年間数万円、相続や不動産の 

売却などがあれば年間数十万円かかるのが相場の様です。 

  父親が亡くなった時点で、すでに弟が行方不明になって７年が経過していたとすると、家庭裁判所に「失 

踪宣告」を申し立することができます。 

  それには、行方不明者届けが警察署に受理されていたり、外務省を通じて在外公館に問い合わせをしても 

見つからなかったりした事実を示す資料が必要です。 

 裁判所が調査をして、失踪宣告がなされると、弟は法律上、７年経過の時点で亡くなったものとみなされ

ます。その結果、弟には相続の権利がなくなります。 

㈱㈱㈱横横横浜浜浜総総総合合合フフフィィィナナナンンンシシシャャャルルルののの西西西尾尾尾ででですすす！！！

Ａさんが、弟の不在者財産管理人の選任や、失踪宣告などの手続きを

することなく、相続手続きを進めるには、必ず生前に父親に遺言を書いて

もらうことが必要です。 

何かご質問、ご相談がございましたら事務所にご連絡下さい。 



今今月月のの一一言言・・・・・・““良良薬薬はは口口にに苦苦しし””

稼げる男は「捨てる基準」をつくり 

稼げない男は「残す基準」をつくる 

（「稼げる男と稼げない男の習慣」松本利明著 より） 

経営で一番難しいのは「捨て去ること」だと言われますが、普段の整理整頓でも不要なも

のはその場で捨て、何時自分が居なくなっても後任に引き継げる準備をしておくのが仕事

の出来る人。「使えそうだ」と何でも取っておくのが仕事の出来ない人。その通りですね。

★本や講演やお客様のお話の中から、「これは自分の生き方に取り入れよう」と感じた

ことをノートに書きとめています。そのノートの中から一言．．．(ｖｏｌ．９１) 

★ 先日、静岡県沼津市の会計事務所様に２日間の研修に行って参りました。３年前に親族でないメンバーの

方に事業承継し、製販分離を推進し、所員７０名、地域一番事務所を達成された会計事務所さんでした。非

常に多くのことを学ばせていただきましたが、一番強く感じたのは「熱い思い」は我々も同じですが、「厳し

いまでの覚悟」と「行動力」の違いに愕然としました。現在、来期の経営計画の立案に入っています。今回

学ばせていただいたことをしっかり活かしたいと思います。 (NISHIO)

★ もはや夏とは言えませんが、休暇を頂いてバリに行ってきました。結婚するときの気学の先生の「２人は

好奇心が強いから、いつでも初めてのことふれるようにしたら長くやっていけるよ」との言葉をきっかけに、

良い方位・初めてのところへ１週間ほど旅行します。普段、会話が少なくても、場所が変わると不思議なも

ので色々な話をし、そんなこと考えてたんだぁとビックリしたりします。お盆に実家に帰ったときも感じま

したが、親しいひとほど、改めて話ができる時間を意識してとるようにしたいと思います。（YAMAMOTO）

★ 数年前からＭＡＳ監査を導入頂いているお客様と久々の懇親会を開きました！社長と４０代の右腕、左腕

の幹部３名を含めたおっさんパワー･･･まだまだ夢の途中だと感じる夜となりました。成長する会社は、社長

だけでなく、幹部の意識の高さにその根源はあるように感じます。何故意識が変ったのかと聞いたところ『横

総の開催するセミナーに参加した時、本当の意味で危機感が共有できた』との振返り。お客様に貢献するた

めには、未来創造塾などのＴＥＡＭ全体で取り組む【仕組み】の大切さを教えて頂きました！（TOCHIKURA） 

★ ネパールから帰国して一ヵ月半、事務所の引越し、娘の結婚式、事務所見学会、社員感謝会．．．とイベン

ト続きで土日の出勤も続き、山登りどころかジムにも一回行ったきりで、ヒマラヤで５キロ減った体重も３

キロ戻りメタボ警報が鳴り始めました。このまま忘年会シーズンに突入すると本気でヤバイです（涙）   

先週の土曜日は、新事務所のお披露目もかねて初めて社員の家族も招いて「社員感謝会」を開催しました。

                  社員の奥様、御主人、お子様、お父様、お母様、彼氏．．．にご参加

いただきを、来年の新卒内定者も参加し、本当に楽しい感謝会にな

                  りました。子供たちも１０人近く参加して、事務所内は鬼ごっこ会

場と化し大変な熱気でした。行きつけのお鮨屋さんにも来ていただ

き美味しいお鮨は食べ放題、美味しいオードブルも山盛り、お酒も

飲み放題で、午後３時半からスタートした感謝会も最後のメンバー

は１２時近くまで飲んだようです。リフレッシュルームにホームバ

ーまで備えた横総、なんだかこれからが心配です（笑）  （IZUMI）



 TEAM 横浜総合事務所  

税理士法人横浜総合事務所  

株式会社横浜総合マネジメント／株式会社横浜総合フィナンシャル／株式会社横浜総合エクスペリエンス

＜ 横浜総合ＡＳＰ推進センター ／横浜総合Ｍ＆Ａセンター ＞ 

 セミナーのご案内   ※関与先値引き有り

★ “将軍の日” 中期経営計画作成セミナー 

 自社の５年後のあるべき姿と、そのための経営課題を明確にするための一日！ 

日時 ： 平成２７年１２月１５日（火）／１０時～１８時 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： ５社限定  料金一社 ３２，４００円

昼食代込 （お二人迄参加可） 

★ “未来創造塾” 毎月開催、経営者セミナー  ≪※※※会員募集中※※※≫

 第９回『『残された４年間』を考える！～今を変えられない組織に明日はない～』 

講師：株式会社 経営改善支援センター 代表取締役 戸敷 進一 

日時 ： 平成２７年１２月１７日（木）／１６時～１８時、終了後実費にて懇親会 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： 都度参加会費 ５，０００円 

★ “後継者育成塾” ４期生募集中

創業者の志を継承する「人財」を育成します！ 

主催：ＮＮ構想首都圏地域会ＬＬＰ 

日時 ： 平成２７年５月１５日（金）～平成２９年３月４日（土） 

場所 ： 日帰り／㈱日本ＢＩＧネットワークセミナールーム（東京駅八重洲口徒歩４分） 

泊まり／湘南国際村センター セミナールーム（逗子駅よりバス２０分） 

募集 ： 全１２日間（内３回１泊２日） ９０万円（税抜き）

ネットワーク   

日本大通り法律事務所、小越司法書士･行政書士事務所、小俣不動産鑑定士事務所 

㈱人財経営センター、㈱日本Ｍ＆Ａセンター、㈱日本エスクロー信託 

㈱事業パートナー、㈱ＦＰＧ、㈱経営改善支援センター、一般社団法人日本フードアドバイザー協会 

㈱パワーズプロジェクトマネージメント、NMC税理士法人税務総合対策室、税理士法人東京クロスボーダーズ 

㈱日本エスクロー信託、ベンチャー支援機構ＭＩＮＥＲＶＡ（支援会員） 他 

〒231-0023 横浜市中区山下町 209 帝蚕関内ビル 10Ｆ 

TEAM 横浜総合事務所 ／TEL045(641)2505、FAX045(641)2506 

ホームページ http://www.yoko-so.co.jp/
 「経営者へのメッセージ」「癒しの森暮らし」のブログにもつながります 


